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業務方法書関係法令等 

 

○ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）（抄） 
 

（業務の範囲）  

第二十七条  各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。 

 

（業務方法書）  

第二十八条  独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣

の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。  

２  （略）  

３  主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員

会の意見を聴かなければならない。  

４  （略） 

 

（会計規程）  

第四十九条  独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程

を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、

同様とする。 

 

 

○ 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律

（平成二十年法律第九十三号）（抄） 
 

（国立高度専門医療研究センターの目的）  

第三条  独立行政法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」

という。）は、がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技

術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等

を行うことにより、国の医療政策として、がんその他の悪性新生物に関する

高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与

することを目的とする。  

２  独立行政法人国立循環器病研究センター（以下「国立循環器病研究センタ

ー」という。）は、循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並

びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うこと

により、国の医療政策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向

上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。  

３  独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（以下「国立精神・神経医

療研究センター」という。）は、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害そ

の他の発達の障害（以下「精神・神経疾患等」という。）に係る医療並びに精

神保健に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連
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する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、

精神・神経疾患等に関する高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、

もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。  

４  独立行政法人国立国際医療研究センター（以下「国立国際医療研究センタ

ー」という。）は、感染症その他の疾患であって、その適切な医療の確保のた

めに海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とする

もの（以下「感染症その他の疾患」という。）に係る医療並びに医療に係る国

際協力に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連

する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、

感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等

の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。  

５  独立行政法人国立成育医療研究センター（以下「国立成育医療研究センタ

ー」という。）は、母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患

その他の疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に

治療を必要とするもの（以下「成育に係る疾患」という。）に係る医療に関し、

調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、

技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、成育に係る疾患に

関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進

に寄与することを目的とする。  

６  独立行政法人国立長寿医療研究センター（以下「国立長寿医療研究センタ

ー」という。）は、加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患で

あって高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの

（以下「加齢に伴う疾患」という。）に係る医療に関し、調査、研究及び技術

の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を

行うことにより、国の医療政策として、加齢に伴う疾患に関する高度かつ専

門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを

目的とする。 

 

（国立がん研究センターの業務の範囲）  

第十三条  国立がん研究センターは、第三条第一項の目的を達成するため、次

の業務を行う。  

一  がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発

を行うこと。  

二  前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。  

三  がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。  

四  前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。  

五  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

 

（国立循環器病研究センターの業務の範囲）  

第十四条  国立循環器病研究センターは、第三条第二項の目的を達成するため、

次の業務を行う。  

一  循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。  
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二  前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。  

三  循環器病に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。  

四  前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。  

五  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

 

（国立精神・神経医療研究センターの業務の範囲）  

第十五条  国立精神・神経医療研究センターは、第三条第三項の目的を達成す

るため、次の業務を行う。  

一  精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行う

こと。  

二  前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。  

三  精神保健に関し、調査及び研究を行うこと。  

四  精神・神経疾患等に係る医療及び精神保健に関し、技術者の研修を行う

こと。  

五  前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。  

六  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

 

（国立国際医療研究センターの業務の範囲）  

第十六条  国立国際医療研究センターは、第三条第四項の目的を達成するため、

次の業務を行う。  

一  感染症その他の疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行

うこと。  

二  前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。  

三  医療に係る国際協力に関し、調査及び研究を行うこと。  

四  感染症その他の疾患に係る医療及び医療に係る国際協力に関し、技術者

の研修を行うこと。  

五  前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。  

六  国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看

護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、

これを運営すること。  

七  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

 

（国立成育医療研究センターの業務の範囲）  

第十七条  国立成育医療研究センターは、第三条第五項の目的を達成するため、

次の業務を行う。  

一  成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこ

と。  

二  前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。  

三  成育に係る疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。  

四  前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。  

五  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  
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（国立長寿医療研究センターの業務の範囲）  

第十八条  国立長寿医療研究センターは、第三条第六項の目的を達成するため、

次の業務を行う。  

一  加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査及び研究を行うこと。  

二  加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこ

と。  

三  前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。  

四  加齢に伴う疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。  

五  前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。  

六  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

（国立高度専門医療研究センターの施設及び設備の利用）  

第十九条  各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第十三条から前条ま

でに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物

の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究センターに勤務

しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開

発のために利用させることができる。 

 

（緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求）  

第二十四条  厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとし

ている事態又は国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に関して、公衆

衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処す

るため必要があると認めるときは、国立高度専門医療研究センターに対し、

第十三条第一号若しくは第二号、第十四条第一号若しくは第二号、第十五条

第一号から第三号まで、第十六条第一号若しくは第二号、第十七条第一号若

しくは第二号又は第十八条第一号から第三号までの業務のうち必要な業務の

実施を求めることができる。  

２  国立高度専門医療研究センターは、厚生労働大臣から前項の規定による求

めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならな

い。 

 

 

○ 中央省庁等改革の推進に関する方針 

（平成１１年４月２７日中央省庁等改革推進本部決定）（抄） 
 

Ⅲ 独立行政法人制度関連 

10．業務方法書  

  業務方法書には、業務の方法に関する事項のほか、業務の委託に関する基

準、競争入札等の契約に関する基本的な事項等について定めることとする。  


